
　中山間地域等直接支払交付金実施要領第12に基づき、集落協定の概要及び実施協定について

次の通り公表します。

〇各集落協定の交付対象面積及び交付額

急傾斜
高齢化・
耕作放棄

地
緩傾斜

高齢化・
耕作放棄

地
緩傾斜

高齢化・
耕作放棄

地

7 343,938 167,717 10,496 32,429 10,409 134,210 699,199 9,148,527

〇各集落協定の交付対象面積及び交付額

急傾斜
高齢化・
耕作放棄

地
緩傾斜

高齢化・
耕作放棄

地
緩傾斜

高齢化・
耕作放棄

地

1 61,371 ― ― ― ― ― 61,371 1,288,791

2 90,644 ― ― ― ― ― 90,644 1,903,524

3 76,969 ― 2,932 ― ― ― 79,901 1,626,611

4 60,767 ― 3,867 ― ― ― 64,634 1,289,641

5 41,146 ― ― ― ― ― 41,146 864,066

6 13,041 ― 3,697 ― 10,409 ― 27,147 318,027

7 ― 167,717 ― 32,429 ― 134,210 334,356 1,857,867

343,938 167,717 10,496 32,429 10,409 134,210 699,199 9,148,527

〇集落協定の活動内容

該当協定数

7

6

1

7

令和６年度中山間地域等直接支払制度実施状況の公表

遠志内

山根1

山根2

戸田

No.

畑

集落名

小沢

面積（㎡）

合計

畑 草地

交付対象面積（㎡）

合計

交付額

体制整備単価

区分 集落数
田 草地

集落戦略の作成 組織対応型

交付額

内容

耕作放棄地の防止等の活動

多面的機能を増進する活動

農地の法面管理

周辺林地の下草刈

景観作物の作付

田

農業生産活動等の体制整備として　取
り組むべき事項

NEW平内

瀬月内

合計

区分

農業生産活動等として
取り組むべき事項


